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 佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年５月25日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    

 佐賀県規則第42号 

   佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（令和２年佐賀県規則第52号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

 (土砂等の埋立て等)  (土砂等の埋立て等) 

第６条 条例第８条第１項第４号の規則で定める土砂等の埋立て等

は、次に掲げるものとする。 

第６条 条例第８条第１項第４号の規則で定める土砂等の埋立て等

は、次に掲げるものとする。 

 (1) 次に掲げる法令の規定による許可を受けて行う土砂等の埋

立て等 

 (1) 次に掲げる法令の規定による許可を受けて行う土砂等の埋

立て等 

  ア～キ 略   ア～キ 略 

  ク 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第８条第１項   ク 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第

12条第１項及び第30条第１項 

  ケ～チ 略   ケ～チ 略 

 (2)～(6) 略  (2)～(6) 略 

 (7) 次に掲げる法令の規定による届出をした上で行う土砂等の

埋立て等 

 (7) 次に掲げる法令の規定による届出をした上で行う土砂等の

埋立て等 

  ア 森林法第10条の８第１項  

  イ 駐車場法（昭和32年法律第106号）第12条   ア 駐車場法（昭和32年法律第106号）第12条 

   イ 宅地造成及び特定盛土等規制法第27条第１項 

 (特定事業場の構造に関する基準)  (特定事業場の構造に関する基準) 

第９条 条例第10条第４号(条例第11条第４項において準用される

場合を含む｡)の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

第９条 条例第10条第４号(条例第11条第４項において準用される

場合を含む｡)の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 
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改正前 改正後 

 (1)～(3) 略  (1)～(3) 略 

 (4) 擁壁を設置する場合における当該擁壁の構造が、宅地造成等

規制法施行令(昭和37年政令第16号)第６条から第10条までに規

定する基準等に適合すること。 

 (4) 擁壁を設置する場合における当該擁壁の構造が、宅地造成及

び特定盛土等規制法施行令（昭和37年政令第16号）第８条から

第12条までに規定する基準等に適合すること。 

 (5)～(9) 略  (5)～(9) 略 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年５月26日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

第６条の規定により佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（令和２年佐賀県条例第15号）第８条第

１項ただし書の適用を受けた土砂等の埋立て等については、なお従前の例による。 


